
 

令和３年度武蔵村山市子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時 

特別給付（先行給付金））における保有個人情報の目的外利用等について 

 

１ 概要 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する目的で、１８歳以下の子どもを養

育する世帯（児童手当における制限を超える所得の世帯を除く。）に対して、臨時特別的な給付措置と

して、令和３年度武蔵村山市子育て世帯への臨時特別給付金（以下「本給付金」という。）を給付する。 

 

２ 保有個人情報の目的外利用を行う理由 

別紙「事務の流れと目的外利用する情報」のとおり 

 ※ なお、本給付金については、令和３年１１月２６日に送付された「令和３年度子育て世帯等臨時

特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金））自治体職員向けＱ＆Ａ」（問１－１２）

において、特定公的給付への追加が検討されていると回答があり、追加された場合は、法の規定に

基づく目的外利用となる。 

 

３ 事務の内容 

 ⑴ 名称  

   令和３年度武蔵村山市子育て世帯への臨時特別給付金給付事務 

 ⑵ 実施主体 

   市町村(特別区を含む。) 

⑶ 支給対象児童 

  ア 児童手当対象児童 令和３年９月分の児童手当（令和３年９月出生の児童については、１０月

分。本則給付のみ。公務員を含む。）に係る支給要件児童 

  イ 高校生対象児童 平成１５年４月２日から平成１８年４月１日までに出生した児童 

  ウ 新生児対象児童 令和３年１０月１日から令和４年３月３１日までに出生した児童 

 ⑷ 支給対象者 

  ア 一般支給対象者 支給対象児童の世帯の主たる生計維持者で、令和３年９月分の児童手当を武

蔵村山市（以下「本市」という。）から支給されたもの 

  イ 要申請支給対象者 支給対象児童の世帯の主たる生計維持者で、児童手当算定児童（１６歳以

上の児童は、児童手当の支給要件児童ではないが、児童手当の支給額に影響する場合があり、当

該児童を児童手当算定児童という。）に該当しない児童や新生児対象児童を養育する者及び公務

員 

 ⑸ 支給額 

   支給対象児童１人当たり５万円を給付する。 

⑹ 支給方法 

   一般支給対象者については、本市が支給の通知を行った上で、児童手当と同じ口座に振り込む。 

   要申請支給対象者については、申請内容を審査した上で、要申請支給対象者が指定した口座に振

込む。 

⑺ 支給日 

   一般支給対象者については、令和３年１２月下旬に振り込む。 

   要申請支給対象者については、申請を受けた後、準備ができ次第振り込む。 

 

 

資料１ 


